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アクロス株式会社の事業一部譲受に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 28 年 11 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、アクロス株式会社（以下「ア

クロス」）の事業のうち、名古屋地区の事業についての譲受について決議いたしましたのでお知らせい

たします。 

  

記 

 

１. 事業譲受の理由 

当社は、本社（東京都品川区）ならびに大阪営業所（大阪府大阪市）において、クラウド事業を

はじめとし、ビッグデータ、ＡＩ(人工知能)、ＩｏＴ（モノのインターネット）、フィンテック等

の新しい技術、及び新しい分野へ積極的に取組み、事業を拡大しております。また、IBM社のソーシ

ャル事業においては、日本国内トップクラスの技術者を有し、多数の実績がございます。 

アクロスは IBM 社のソーシャル事業に特化し、お客様のワークスタイル変革を推進し、多くの顧

客と実績を有するシステム構築企業であります。 

このたびの譲り受けにより、当社は新たに名古屋営業所を開設（予定）し、アクロスの名古屋地

区での IBM のソーシャル事業の顧客基盤、技術力を核とし、さらには、クラウド事業をはじめとす

る新しい技術、分野への取り組みを行うことによって、顧客基盤の拡大や中部圏での事業拡大につ

なげてまいります。 

 

２. 事業譲受の概要 

（１） 譲受の内容 

アクロスの名古屋地区事業（役員・従業員含む） 

 

（２） 譲受価額及び決済方法等 

譲受価額：43,000,000 円（税別） 

決済方法：当事者間の合意により非開示とさせていただきます。 

 



３．事業譲渡会社の概要 

（１） 名 称 アクロス株式会社 

（２） 所 在 地 愛知県名古屋市中区丸の内 3-23-8 フレーヌ丸の内ビル 3F 

このたびの事業譲渡後、アクロス株式会社の本社は現東京事業所

となります。 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 杉田 穣 

（４） 事 業 の 内 容 業務パッケージやソフトウェアの企業導入を中心とした IT ソリュ

ーションサービス事業 

（５） 資 本 金 31,500 千円 

（６） 設 立 年 月 日 2003 年 6 月 12 日 

（７） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

 

４. 日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 28 年 11 月 16 日 

（２） 契 約 締 結 日 平成 28 年 11 月 16 日 

（３） 事 業 譲 渡 期 日 平成 28 年 12 月 1 日（予定） 

 

５.会計処理の概要 

 本件により、のれんが発生し、５年償却をいたしますが、当社連結業績に与える影響は軽微であり

ます。 

 

６．今後の見通し 

 本件による平成 29 年３月期の当社連結業績の見通しに与える影響は軽微であります。 

 

以上 

 


